
１６．自己資本の充実の状況

◇自己資本比率の状況

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実

当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。

○普通出資による資本調達額

コア資本に係る基礎
項目に算入した額

８，０５５百万円(前年度８，３６６百万円）

　当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確

な自己資本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・

リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとと

もに、利益剰余金等の付加資本の積み増しにより自己資本の充実に努めていま

す。

項　　目 内　　容

発行主体 都城農業協同組合

資本調達手段の種類 普通出資

  当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニー

ズに応えるため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。

　しかしながら、令和４年度は、金融店舗再編に伴う減損処理の発生や貸倒引

当金・農家支援対策費の増加などで損失金を計上する結果となりました。その

ため、令和５年１月末における自己資本比率は、１１．２３％へ減少となりま

した。
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（１）自己資本の構成に関する事項
（単位：千円）

（注）
１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成27年金融庁・農水省告示第７号）に基づき算出して
　います。
２．国内金融機関については、自己資本比率４％以上が求められており、ＪＡバンク独自の取組みとして、自己資本比率８％
　以上保持するよう基準を定めております。
３．エクスポージャーとは、リスクを有する資産のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します（連結自己資本
　比率についても同様）。
４．信用リスク・アセットとは、全資産について価値が下落するリスクを考慮した金額をいいます。各資産の残高に比率（リ
　スク・ウェイト）を乗することで算出します。
　　リスク・ウェイトは、資産の特性に応じて、自己資本比率告示に基づき決定し、特定の貸出先等については、金融庁長官
　により適格と認められた格付機関の格付により決定しております（標準的手法）。また、当ＪＡの貯金を　担保とした貸出
　先等リスクが低いと認められるものについては、その担保のリスク・ウェイトを採用しております。
５．オペレーショナル・リスクとは、業務において不適切な処理やシステムの誤作動等により生じるリスクをいいます。
　　また、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては、「オペレーショナル・リスク相当額＝直近３年間の粗利益
　　×０．１５÷３年」で算出しております（基礎的手法）。
６．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

【自己資本比率】

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額

信用リスク・アセット調整額

うち、土地の再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額

うち、上記以外に該当するものの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャー

【リスク・アセット等】

信用リスク・アセットの額の合計額

【自己資本の額】

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15％基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

特定項目に係る10％基準超過額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

【コア資本に係る調整項目】

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、コア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額

うち、回転出資金の額

うち、上記以外に該当するものの額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額 △ 45,128 △ 49,360

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

項　　　　目 令和４年度 令和３年度

【コア資本に係る基礎項目】
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（２）自己資本の充実度に関する事項

①信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：千円）

信用リスク・アセット額 信用リスク・アセット額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％

出資等

（うち特定項目のうち調整項目に算
入されない部分に係るエクスポー
ジャー）

－ － － － － －

（うち農林中央金庫又は農業協同組
合連合会の対象資本調達手段に係
るエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等
調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段
に該当するもの以外のものに係るエ
クスポージャー）

－ －

上記以外

（うち重要な出資のエク
スポージャー）

－ － － － － －

（うち出資等のエクス
ポージャー）

－

共済約款貸付 － － － －

株式会社地域経済活性化支援
機構等による保証付

－ － － － －

信用保証協会等による保証付

取立未済手形

－

３ヶ月以上延滞等

不動産取得等事業向け － －

抵当権付住宅ローン

中小企業等向け及び
個人向け

法人等向け

金融機関向け及び
第一種金融商品取引業者向け

－

地方三公社向け

我が国の政府関係機関向け － － － － －

－

地方公共団体金融機構向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － －

－

外国の中央政府等以外の公共
部門向け

－ － － － － －

我が国の地方公共団体向け － － －

－

国際決済銀行等向け － － － － － －

外国の中央政府及び中央銀行
向け

－ － － － －

令和３年度 令和４年度

エクスポー
ジャーの
期末残高

所要自己資本額 エクスポー
ジャーの
期末残高

所要自己資本額

－

我が国の中央政府及び
中央銀行向け

－ － － －

現金 － － －
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注）

②オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 （単位：千円）

注）オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当ＪＡでは基礎的手法を採用しています。

③所要自己資本額 （単位：千円）

リスク・アセット（分母）
合計

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

リスク・アセット（分母）
合計

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

令和３年度 令和４年度

１．「３ヶ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している債務者に係る
　エクスポージャーをいいます。
２．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
３．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入となるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリス
　ク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に
　算入したものが該当します。
４．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）、間接清算参加者向け、信用リスク削減手法とし
　て用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

令和３年度 令和４年度

オペレーショナル・リスク
相当額を８％で除した額

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

オペレーショナル・リスク
相当額を８％で除した額

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

－

合計

他の金融機関等の対象資本調達
手段に係るエクスポージャーに
係る経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入されなかった
ものの額（△）

－ － － － －

経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入となるもの
の額

－ －

（うち上記以外のエクスポージャー）

－

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有していない他
の金融機関等に係るその他外部ＴＬ
ＡＣ関連調達手段に係る５％基準額
を上回る部分に係るエクスポー
ジャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有している他の
金融機関等に係るその他外部ＴＬＡ
Ｃ関連調達手段に関するエクスポー
ジャー）

－ － － － －
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（３）信用リスクに関する事項

①　信用リスク管理

②　標準的手法に関する事項

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ）

フィッチレーティングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ)

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ない

し消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又

は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸

出取引については、本所に融資審査部を設置し各支所・支店と連携を図りながら、

与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先の財務状況等により償還能力

の評価を行うとともに、担保評価基準等厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っ

ています。

　また､貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定

を厳格に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産

の健全化に取り組んでいます。資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めていま

す。

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標

準的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、

リスク・ウエイトの判定に使用する格付等は次のとおりです。

　なお、リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関等についてはＪＡバンク

で統一しており、適格格付機関の格付を使用するエクスポージャーは金融機関向け

エクスポージャーと法人等（中小企業を除く）向けエクスポージャーです。

（ア）金融機関向けエクスポージャーについて、リスク・ウエイトの判定に使用す

　　るカントリー・リスク・スコアは日本貿易保険によるものです。

（イ）法人等向けエクスポージャーについて、リスク・ウエイトの判定に使用する

　　格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付けのみを使用し、非依頼格付は

　　使用していません。

適 格 格 付 機 関

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ)

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙ'ｓ)
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（単位：千円）

うち貸出金等 うち債券 うち貸出金等 うち債券

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

運輸・通信業

金融・保険業

その他

1年以下

1年超3年以下

3年超5年以下

5年超7年以下

7年超10年以下

10年超

③　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）
　及び３ヶ月以上延滞資産の期末残高

令和３年度 令和４年度

信用リスクに関するエクスポージャー残高 ３ヶ月以上
延滞エクス
ポージャー

　 ３ヶ月以上
延滞エクス
ポージャー

卸売・小売・飲
食・サービス業

電気・ガス・
熱供給・水道業

日本国政府・
地方公共団体

残存期間別残高計

注）
１．「３ヶ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞して
　いるエクスポージャーをいいます。
２．その他には、固定資産等が該当します。
３．当ＪＡでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分（国内・国外）は省略しており
　ます。

個　人

その他

業種別残高計

期限の定めのないもの

法
人

建設・
不動産業
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④　 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 （単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

その他

⑤　貸出金償却の額 （単位：千円）

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

その他

合　計

個　人

法
　
　
　
　
人

期末残高

法
　
　
　
　
　
人

個　人

注）
１．当ＪＡでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分（国内・国外）は省略しておりま
　す。

令和３年度 令和４年度

区　　分

令和３年度 令和４年度

期首残高 期中増加額 

期中減少額 
期末残高 期首残高 期中増加額

期中減少額
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⑥　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高 （単位：千円）

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

令和３年度 令和４年度

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

リスク・ウエイト0%

リスク・ウエイト2%

リスク・ウエイト4%

リスク・ウエイト10%

リスク・ウエイト20%

リスク・ウエイト35%

リスク・ウエイト１250%

計

注）
１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計
　算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バ
　ランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。
２．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイト
　によって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としてい
　ます。
３．1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの
　免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト1250％を適用したエクスポージャーが
　あります。

リスク・ウエイト50%

リスク・ウエイト75%

リスク・ウエイト100%

リスク・ウエイト150%

リスク・ウエイト250%

その他
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（４）信用リスク削減手法に関する事項

①　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の
算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定され
ている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対する
リスク・ウエイトを適用するなど信用リスク･アセット額を軽減する方法です。
　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、｢保証｣、「貸出金と自組合貯金
の相殺」を適用しています。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、
取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減され
ている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手
法の簡便手法を用いています。
　簡便手法とは、担保、保証された部分について、担保資産のリスク・ウエイトでリス
ク・アセット額を算出する方法です。主に貯金担保貸出金が該当します。

　保証については、被保証債権の債務者と保証人のリスク・ウエイトを比べて、保証人
のリスク・ウエイトが低い場合に、保証を受けた部分について保証人のリスク・ウエイ
トを適用しております。「保証」の信用リスク削減手法を適用するのは、地方公共団体、
地方公共団体金融機構、政府関係機関、金融機関等が保証している債権です。

　貸出金と自組合貯金の相殺については、①貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効で
あることを示す根拠がある。②相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれかの時点
においてでも特定することができる。③自組合貯金が継続されないリスクを監視及び管
理している。④貸出金と自組合貯金の相殺後の額によって監視及び管理している。これ
らすべての条件を満たす場合に、貸出金と自組合貯金を相殺した後の金額を信用リスク
削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見
直しを行っています。
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②　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 （単位：千円）

適格金融
資産担保

保証
適格金融
資産担保

保証

（５）派生商品取引及び長期決済期間取引の
　　 取引相手のリスクに関する事項　

               当ＪＡにおきましては、該当する取引はありません。

（６）証券化エクスポージャーに関する事項

               当ＪＡにおきましては、該当する取引はありません。

（７）オペレーショナル・リスクに関する事項

①　オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

地方三公社向け

令和３年度 令和４年度

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

  オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適
切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、受動的
に発生する事務、システム、法務等について事務処理や業務運営の過程において、損失を
被るリスクと定義しています。事務リスク、システムリスク等について、事務手続にかか
る各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするととも
に、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整
備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

３ヶ月以上延滞等

上記以外

合計

（注）

１．「３ヶ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している 債務者に係る
    エクスポージャーのことです。
２．「上記以外」には、現金・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。
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（８）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

①　出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

②　出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 (単位：千円）

貸借対照表
計上額

時価評価額
貸借対照表
計上額

時価評価額

③　出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 (単位：千円）

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

④　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（その他有価証券の評価損益等）

当ＪＡにおきましては、該当する取引はありません。

⑤　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）

当ＪＡにおきましては、該当する評価損益は生じておりません。

（９）リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

当ＪＡにおきましては、該当する取引はありません。

非上場

　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び
外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、こ
れらを①子会社、②系統および系統外出資に区分して管理しています。なお、有価証券
勘定の株式は保有しておりません。

　①子会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効
率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の
決算書類の分析の他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。

　②系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、
日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様
の対応を行っています。

　なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価については、取得原
価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価
等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。

令和３年度 令和４年度

上場

非上場

合計

合計

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

令和３年度 令和４年度

上場
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（１０）金利リスクに関する事項

①　金利リスク量の算定手法の概要

　金利リスクとは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、貯

金等）について、金利の変動により発生する利益の減少や損失のことです。

　当ＪＡでは金利リスク量の計算については「金利リスク量計算要領」に、また、リスク情報の管理については「余裕金運用

等リスク管理規程」に定め、適切に管理しております。具体的な金利リスク管理方針および手続については次のとおりで

す。

◇リスク管理の方針および手続の概要

　・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

　　　当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと一体的

　　に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク(IRRBB)については、個別の管理指標の設定やモ

　　ニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

　・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

　　　当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対するIRRBBの比率の管理や収支シミュレーションの分析など

　　を行いリスク削減に努めています。

　・金利リスク計測の頻度

　　　毎月末を基準日として、月次でIRRBBを計測しています。

　・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明

　　　該当ありません。

◇金利リスクの算定手法の概要

　　当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿EVE）については、金利感応ポジションにかかる基準日時点のイ

　ールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算さ

　れたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、ステ

　ィープ化の3シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。

　・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

　　　普通貯金等（要求払貯金）の金利リスク量については、引き出されること無く長期間金融機関に滞留する貯金

　　　をコア貯金と定義し、現残高の50%の金額を0～5年の期間に均等に振り分けて金利リスク量を算定しています。

　・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

　　　流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。

　・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提

　　　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

　・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

　　　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

　・複数の通貨の集計方法およびその前提

　　　通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

　・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか)

　　　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変

　　動ショックの設定上は不変としています。

　・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提

　　　内部モデルは使用しておりません。

　・前事業年度の開示からの変動に関する説明

　　　⊿EVEの全事業年度末からの変動要因は、貸出金・定期性貯金の残高減少、有価証券・預け金の残高増加

　　によるものです。

　・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　　　該当ありません。

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

　・金利ショックに関する説明

　　　リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

　・金利リスク計測の前提およびその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿ＥＶＥ

　　および⊿ＮＩＩと大きく異なる点

　　　特段ありません。
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②　金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

当期末 前期末 当期末 前期末

最大値

IRRBB1：金利リスク

項番
ΔEVE ΔNII

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

当期末 前期末

自己資本の額
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